
≪飼料製造業者届の記載例≫ 

令和  年  月  日 

 

 熊本県農林水産部生産経営局 

畜産課長 様 

 

住所 熊本県○○市○○町○○番地○号 

氏名 株式会社○○ 

代表取締役社長 ○○ ○○  

 

   飼料製造業者届の提出について 

 このことについて、下記のとおり提出します。 

 

記 

 

１ 飼料製造業者届   部 

 

 

 

 

 

連絡先 

ＴＥＬ： 

ＦＡＸ： 

Ｅメール： 

担当者： 

 

押印は不要です。 



≪飼料製造業者届の記載例≫ 

飼料製造業者届 

 

令和  年  月  日 

 

農林水産大臣 ○○ ○○様 

住所 熊本県○○市○○町○○番地○号 

氏名 株式会社○○ 

代表取締役社長 ○○ ○○  

 

 下記のとおり飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第５０条第１項の規定
により届け出ます。 

 

記 

１ 氏名及び住所 

 株式会社○○  代表取締役社長 ○○ ○○ 

 熊本県○○市○○町○○番地○号 

 

２ 飼料を製造する事業場の名称及び所在地    

 

 

 

 

 

 

 

３ 販売業務を行う事業場及び飼料を保管する施設の所在地 

（１）販売業務を行う事業場の所在地 

   熊本県○○市○○町○○番地○号（本社） 

   ○○県○○市○○町○○番地○号（○○支店） 

 

（２）飼料を保管する施設の所在地 

   熊本県○○市○○町○○番地○号（○○株式会社○○倉庫） 

   熊本県○○市○○町○○番地○号（○○工場） 

 

４ 製造に係る飼料の種類 

 

 

 

 

 

 

５ 飼料の製造の開始年月日   

  令和  年  月  日 

 

事業場の名称 事業場の所在地 

株式会社○○ ○○工場 熊本県○○市○○町○○番地○号 

       ○○工場 熊本県○○市○○町○○番地○号 

種 類 

幼すう育成用配合飼料 

ほ乳期子豚育成用配合飼料 

乳酸菌混合飼料 

業を開始する２週間前までに提出 

押印は不要です。 

●飼料の公定規格にある種類名及びそれに準

じた名称を記載してください。 

 例：幼すう育成用配合飼料、種豚育成用配 

 合飼料、ほ乳期子牛育成用配合飼料、うな 

 ぎ稚魚用配合飼料 

●混合飼料の種類名は、動物性たん白質混合

飼料、○○抽出物混合飼料等そのものの特性

又は製法が明らかとなるような名称を記載し

てください。 

●単体飼料は、公定規格の別表にあるものは、

その名称を記載してください。 

●製品の名称は記載不要です。 



≪飼料製造業者届の記載例≫ 

６ 製造する飼料の原料又は材料の種類 

原料又は材料の種類 

 飼料添加物の種類 

とうもろこし、マイロ、
大豆油かす、米ぬか、ふ
すま、小麦粉、なたね油
かす、魚粉、脱脂粉乳、
砂糖、リン酸カルシウ
ム、食塩、乳酸菌（ラク
トバチルス・プランタム
○○株、ペディオコッカ
ス○○株）、培地（○○、

☓☓、△△） 

アビラマイシン、ビタミン
Ａ粉末、ニコチン酸、塩化
コリン、葉酸、ＤＬ-メチオ
ニン、硫酸Ｌ-リジン、硫酸
マンガン、ラクトバチルス
サリバリウス、硫酸鉄（乾
燥） 

 

 

７ 製造施設の概要 

主要施設 数量 規模、能力等 

サイロ 

粉砕機 

計量器 

混合機 

培養槽 

包装機 

３基 

１台 

１台 

１台 

１台 

１台 

○○型 綱版      ○○㎥×３ 

○○型 ハンマーミル   ○ｔ／ｈ 

○○型 全自動積算式   ○ｔ／ｈ 

○○型 ナウター式    ○ｔ／ｈ 

○○型 ○○式     ○○ℓ 

○○型 全自動包装機 ○Ｂ／Ｓ／ｈ 

 

 

 

 

 

※飼料の製造工程（フロー図）を添付してください 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●原材料は飼料添加物と分

けて、使用する全ての種類を

記載してください。 

●配合飼料や混合飼料を原

材料として飼料を製造する

場合、構成する原材料をばら

して記載してください。 

なお、飼料添加物製剤を用い

る場合は、当該製剤の賦形物

質・安定剤等は原材料として

記載しないでください。 

●単体飼料は、公定規格の別

表にあるものは、その名称を

記載してください。 

●飼料添加物は、正式な名称

を記載してください。 

●菌の培養に用いる培地の

原材料は、培地の原材料であ

ることが明確になるように、

培地（○○、☓☓、△△）の

ように記載してください。 

●動物由来たん白、動物由来

油脂等を原料として使用す

る場合、当該原料は大臣確認

を受けた業者により製造・輸

入されたものでなければな

りません。 

●水は原材料として記載不

要です。 


